
提

出

者

川

田

悦

子

平
成
十
五
年
五
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

八

八

号

請
願
法
に
よ
る
請
願
の
処
理
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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請
願
法
に
よ
る
請
願
の
処
理
に
関
す
る
質
問
主
意
書

先
に
提
出
し
た
「
請
願
法
に
よ
る
請
願
の
処
理
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
衆
質
一
五
五
第
一
七
号
）
に
対
し
、
同
答
弁
書

は
、
「
請
願
を
受
理
し
た
官
公
署
は
、
請
願
者
に
対
し
、
そ
の
処
理
の
経
過
や
結
果
を
告
知
す
る
義
務
ま
で
を
負
う
も
の
で
は

な
い
。
」
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
請
願
に
関
す
る
一
般
法
の
請
願
法
に
お
い
て
、
「
請
願
は
、
官
公
署
に
お
い
て
、
こ
れ
を
受
理
し
誠
実
に
処
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
第
五
条
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
に
対
す
る
説
明
義
務
を
負
う
官
公
署
と
し

て
、
請
願
に
対
し
処
理
の
経
過
や
結
果
も
知
ら
せ
な
い
い
わ
ゆ
る
「
梨
の
つ
ぶ
て
」
で
は
、
基
本
的
人
権
で
あ
る
憲
法
第
十
六

条
で
保
障
さ
れ
た
請
願
者
の
権
利
を
軽
視
し
す
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。

請
願
の
処
理
の
経
過
や
結
果
の
報
告
・
告
知
に
つ
い
て
は
、
請
願
に
関
す
る
特
別
法
で
あ
る
国
会
法
が
、
「
内
閣
は
、
前
項

の
（
内
閣
に
送
付
さ
れ
た
）
請
願
の
処
理
の
経
過
を
毎
年
議
院
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
（
第
八
十
一
条

第
二
項
）
、
ま
た
、
監
獄
法
施
行
規
則
は
、
請
願
と
性
質
を
同
じ
く
す
る
「
情
願
ニ
対
ス
ル
裁
決
ハ
所
長
速
ニ
之
ヲ
本
人
ニ
告

知
ス
可
シ
」
と
定
め
て
い
る
（
第
八
条
）
。
こ
れ
ら
は
請
願
の
処
理
に
つ
い
て
、
特
別
法
と
し
て
報
告
・
告
知
の
相
手
方
・
方

法
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

一



そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

上
記
特
別
法
が
定
め
る
報
告
・
告
知
を
行
う
と
い
う
趣
旨
は
、
一
般
法
で
あ
る
請
願
法
で
も
貫
か
れ
る
べ
き
で
は
な
い

か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。

二

一
に
対
す
る
答
弁
と
し
て
、
特
別
法
が
定
め
る
報
告
・
告
知
の
趣
旨
は
、
請
願
法
で
は
貫
か
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
ま
た

は
貫
か
れ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

三

も
し
か
り
に
、
上
記
答
弁
書
の
よ
う
に
「
請
願
を
受
理
し
た
官
公
署
は
、
請
願
者
に
対
し
、
そ
の
処
理
の
経
過
や
結
果
を

告
知
す
る
義
務
ま
で
を
負
う
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
立
場
に
立
つ
と
し
て
も
、
基
本
的
人
権
と
し
て
の
請
願
権
（
憲
法
第

十
六
条
）
、
「
個
人
の
尊
重
」
（
同
第
十
三
条
）
及
び
「
法
の
下
の
平
等
」
（
同
第
十
四
条
）
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
官
公

署
は
可
能
な
か
ぎ
り
請
願
の
処
理
の
経
過
や
結
果
を
知
ら
せ
る
よ
う
努
力
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。

四

こ
と
に
多
数
の
請
願
者
に
よ
る
請
願
に
つ
き
、
請
願
者
ま
た
は
そ
の
代
表
者
が
当
該
請
願
の
処
理
の
経
過
や
結
果
に
つ
い

て
説
明
を
求
め
た
場
合
に
は
、
官
公
署
は
こ
れ
に
誠
実
に
応
ず
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

二


